
とやまの森づくりＣＯ２吸収・固定量認証制度実施要領 
 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、とやまの森づくりＣＯ２吸収・固定量認証制度の実施に関し、

必要な事項を定めるものとする。 
 

（目的） 

第２条 森づくり活動に取り組む企業やボランティア団体等が、社会貢献を目的に行

う森林整備によるＣＯ２の吸収量や県産木材利用による炭素固定量を適正に評

価することにより、県民参加の森づくりや社会全体でＣＯ２削減に取り組む意識

の醸成を図ることを目的とする。 

 

（認証の対象） 

第３条 認証の対象は、とやまの森づくりサポートセンターの登録団体 ・企業及び市

町村 （以下、「企業等」という。）のうち、次のいずれかの条件を満たすものとす

る。 

（１）ＣＯ２吸収量認証 

ア 県内において企業等が実施した森づくり活動 

イ 上記以外に知事が適正と判断した森づくり活動 

（２）炭素固定量認証 

ア 県内で新築または増改築した構造材、造作材、下地材に県産材を１m3 以上

使用した建築物（以下、「木造建築物」という。） 

２ 前項の森づくり活動やその対象となる森林、木造建築物の内容等については、

別に定めるものとする。 

 

（認証の申請） 

第４条 認証を受けようとする者は、ＣＯ２吸収量認証にあたっては森づくり活動が

完了した時に、炭素固定量認証にあたっては県産材使用量が確定した時に、別

に定める様式により速やかに知事あて申請するものとする。 

 

（認証） 

第５条 知事は、前条の申請があったときは、次のとおり審査を行い適正と認められ

る場合は、これを認証するものとする。 

（１）ＣＯ２吸収量認証 

別に定める 「とやまの森づくりＣＯ２吸収量認定制度事業現地調査要領」に基

づく審査を行い適正と認められる場合は、 「森林による二酸化炭素吸収量の算定

方法について」（令和３年 12 月 27 日 ３林政産第 60 号「林野庁長官通知」）に

基づき算定し、これを認証するものとする。 

（２）炭素固定量認証 

「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」（令

和３年 10 月１日 ３林政産第 85 号 「林野庁長官通知」）に基づき算定し、これを

認証するものとする。 

２ 知事は、調査に当たり申請者に対し現地立会いを求めることができる。 

３ 知事は、ＣＯ２吸収量認証及び炭素固定量認証を行うにあたり、申請者等に対

し、所定の認証書を交付する。 

 

令和６年４月１日 森 政 第 270 号 

富 山 県 農 林 水 産 部 長 通 知 



（認証の変更） 

第６条 前条の認証を受けたものは、申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに

認証変更申請を知事に提出するものとする。 

２ 前条の規定は、前項の変更申請の認証について準用する。 

 

（認証書の利用） 

第７条 企業等は、認証書を環境貢献活動や社会貢献活動の証として、広く広報活動

に用いることができる。ただし、認証書に記載されたＣＯ２吸収量を J-クレジ

ットなどで取引することはできない。 

 

（認証の効力） 

第８条 ＣＯ２吸収量認証及び炭素固定量認証の効力については、次のとおりとする。 

（１）ＣＯ２吸収量認証 

ア 森づくり活動により吸収量が適正に発揮できる期間とする。 

イ 認証書を不正に使用した時は、認証の効力は失効する。 

（２）炭素固定量認証 

ア 固定量が適正に認証できる期間において、次項に該当する場合を除き、認

証の効力が発生するものとする。 

イ 認証の申請事項に変更があったにもかかわらず、第６条の規定の申請をし

なかったとき及び認証書を不正に使用したときは、認証の効力は失効する。 

２ 前項の規定で、不正に使用したときは、その氏名等を公表できるものとする。 

 

（公表） 

第９条 知事は、この制度及び認証に係る状況等について、県ホームページ等で公表

するものとする。 

 

（認証を受けた者の債務） 

第 10 条 認証を受けた者は、当該認証の対象等について問題が生じたときは、自ら

の責任においてその処理を行わなければならない。 

 

（所掌） 

第11条 この要領に関する事務は、富山県農林水産部森林政策課において所掌する。 

 

（その他） 

第 12 条 この要領に定めのない事項については、知事が別に定めるものとする。 

 

附則 

１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 



別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

認
証
の
対
象
・
要
件
 

 

区
分
 

対
象
 

要
件
 

Ｃ
Ｏ

２
 

吸
収
量
 

認
証
 

森
づ
く
り
活
動
 

１
 
申
請
で
き
る
者
 

 
 
と
や
ま
の
森
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
登
録
し
て
い

る
団
体
及
び
企
業
、
市
町
村
 

２
 
対
象
と
す
る
森
林
 

 
県
内
に
存
在
し
、
木
が

集
団
し
て
生
育
し
て
い
る

土
地
及

び
そ
の
土
地
の
上

に
あ
る
立
木
、
ま
た
は
立

木

の
集
団
的
な
生
育
に
供
さ
れ
る
土
地
と
し
、
開
発
行
為
等
の

土
地
の
改
変
が
行
わ
れ
る
予
定
が
な
い
も
の
。
 

３
 
森
づ
く
り
活
動
内
容
 

（
１
）
植
栽
に
よ
る
造
成
、
更
新
の
た
め
の
森
林
整
備
（
竹
林

皆
伐
後
の
更
新
作
業
を
含
む
）
 

（
２
）
下
刈
、
除
伐
、
枝
打
、
間
伐
等
に
よ
る
森
林
の
健
全
な

生
育
を
促
進
す
る
森
林
整
備
 

４
 
対
象
面
積
 

 
 
森
づ
く
り
活
動
面
積
 
0
.
1
h
a
以
上
 

５
 
整
備
の
基
準
 

 
 
実
施
さ
れ
た
森
づ
く
り
活
動
が
適
切
で
あ
り
、
健
全
な
森

林
と
し
て
生
育
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
こ
と
。
 

炭
素
 

固
定
量
 

認
証
 

木
造
建
築
物
 

１
 
申
請
で
き
る
者
 

 
 
と
や
ま
の
森
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
登
録
し
て
い

る
団
体
及
び
企
業
、
市
町
村
 

２
 
認
証
対
象
 

 
 ・
県
内
で
新
築
ま
た
は

増
改
築
し
た
木
造
住
宅
、
公
共
施
設
、
事
業
所
、
店
舗
等
の
木
造
建
築
物
で
あ
る
こ
と
。 

 
・
県
産
材
の
使
用
量
が
１
ｍ

3
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 



様式第１号 

  令和  年  月  日 

 

富山県知事  殿 

 

申請者 住所 

   団体・企業名          

代表者職氏名 

 

とやまの森づくりＣＯ２吸収量認証申請書 

 

 このことについて、とやまの森づくりＣＯ２吸収・固定量認証制度実施要領

第４条の規定に基づき、とやまの森づくりＣＯ２吸収量認証申請書を提出しま

す。 

 

 

記 

 

 

１ 認証申請する森林 

○○市○○字○○地内 

 

２ 実施した森づくり活動の内容 

  樹種： 

  施業： 

  林齢：      年生 

  面積：      ha 

  完了年月日：令和  年  月  日 

 

※ 樹種は、スギ、ヒノキ、広葉樹のいずれかを記載すること。 

※ 施業種は、植栽、下刈り、間伐、枝打ち等を記載すること。 

（同一年度に異なる施業種を同時に実施した場合は、どちらかを記載するこ

と。） 

※ 面積は、小数点以下第１位（小数点以下第２位四捨五入）で記載するこ

と。 

 

３ 添付書類  

（１）位置図 

（２）平面図 

（３）整備森林の現況写真 

（４）活動状況の写真 

  



様式第２号 

令和  年  月  日 

 

富山県知事  殿 

 

申請者 住所 

   団体・企業名          

代表者職氏名 

 

とやまの森づくり炭素固定量認証申請書 

       

 このことについて、とやまの森づくりＣＯ２吸収・固定量認証制度実施要領

第４条の規定に基づき、とやまの森づくり炭素固定量認証申請書を提出しま

す。 

 

 

記 

 

 

認定対象の名称 
 

 

建築場所 

（郵便番号） 

（住  所） 

 

 完成年月日 令和   年  月  日 

建築物概要 

事務所・商業施設・公共的施設 

その他（     ） 

延べ床面積   ｍ2、   造   階建 

県産材使用量 

構造材：    ｍ3 

造作材：    ｍ3 

下地材：    ｍ3 

合 計：    ｍ3 

工事施工者名 
 

 

※添付書類 

 （１）建築物の完成写真 

（２）県産材使用箇所が確認できる写真 

（３）県産材の使用量が確認できる資料 

 （４）県産材証明書 

 

 


